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米国集団民事訴訟の一部原告との和解および特別損失の計上 

ならびに業績予想数値の修正に関するお知らせ 

 

 当社および当社の米国子会社 KOA SPEER ELECTRONICS,INC.（以下、総称して「当社」

といいます。）は、米国において集団民事訴訟を提起されていましたが、下記のとおり

和解することに合意し、本日開催の取締役会において、和解に伴う解決金として1,850万

米ドル（約20億円）を支払うことを決議いたしましたのでお知らせいたします。 

 また、これに伴い、本特別損失を平成31年3月期第2四半期に計上することから、平成

30年7月23日に公表した平成31年3月期第2四半期（累計）連結業績予想を下記のとおり修

正いたしますので、併せてお知らせいたします。  

 

記 

 

１．和解の経緯 

 

①訴訟の提起から和解に至るまでの経緯 

 平成27年8月20日以降、「リニア抵抗器」を購入したとする原告らが、当社を含む抵抗

器製造業者複数社に対して、「リニア抵抗器」取引に関して米国反トラスト法違反があ

ったと主張し、米国カリフォルニア州北部地区連邦地方裁判所（以下、「裁判所」とい

います。）に、損害賠償を求める集団民事訴訟を提起しました。 

 当社は、損害賠償等の責任を認めておりませんが、訴訟長期化による今後の業績に与

える影響等を総合的に勘案した結果、早期解決が最善と判断し和解することを決定いた

しました。 

 

②和解の相手方の概要 

 「リニア抵抗器」を米国において間接的に購入したとする原告（間接購入者原告） 

 



 

③和解の主な内容 

 当社が和解の相手方に対して、和解に伴う解決金として1,850万米ドル（約20億円）を

支払います。 

 なお、本和解は、裁判所の承認が必要となります。 

 

④業績への影響 

 本和解に伴い、平成31年3月期第2四半期において20億5千3百万円を特別損失に計上い

たします。 

 

２．平成31年3月期第2四半期（累計）連結業績予想の修正 

 

①修正の理由 

 上記特別損失の計上に伴い、平成30年7月23日に公表した平成31年3月期第2四半期 

（累計）連結業績予想を修正するものであります。 

   

②平成31年3月期第2四半期(累計)連結業績予想数値（平成30年4月1日～平成30年9月30日） 

 

売上高 営業利益 経常利益 

親会社株主に

帰属する 

四半期純利益 

1株当たり 

四半期純利益 

 

前回発表予想（Ａ） 

百万円 

28,000 

百万円 

2,650 

百万円 

3,120 

百万円 

2,380 

円 銭 

64.80 

今回修正予想（Ｂ） 28,000 2,650 3,120 840 22.87 

増減額（Ｂ－Ａ） 0 0 0 △1,540 － 

増減率（％） 0.0 0.0 0.0 △64.7 － 

ご参考 

前期実績 

（平成30年3月期第2四半期） 

25,748 2,641 2,804 2,054 56.00 

※なお、当社は、四半期毎の決算発表時に翌四半期の（累計）連結業績予想を発表する

こととしており、平成31年3月期第3四半期（累計）連結業績予想は、平成30年10月19

日の第2四半期決算発表時に、平成31年3月期通期連結業績予想は、平成31年1月25日の

第3四半期決算発表時に、それぞれ発表いたします。 

 

以 上 


